
１　基本使用料

　（１）プラザの設置目的に該当する場合

午前９時から  午後１時から  午前９時から

　 正午まで  午後５時まで  午後５時まで

ホール 6,000         8,000         13,200        

第３会議室 1,100         1,500         2,400         

会議室Ａ 800           1,100         1,800         

会議室Ｂ 700           1,000         1,600         

会議室Ｃ 700           1,000         1,600         

会議室Ｂ・Ｃ 1,400         2,000         3,200         

展示ホール 1,300         1,600         2,600         

２　特別使用料

　（１）冷暖房使用料

　　　　基本使用料の６割に相当する額

　（２）営利を目的とする場合は上表の基本使用料に１０割を加えた特別使用料を

　　　徴する。

３　この表の各項の規定による額の合計額に、当該合算額に対して課される消費税

　相当額（消費税法（昭和６３年法律第１０８号）に基づき消費税が課される額に

　同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法（昭和２５年法律第２２５号）に

　基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この

　場合において、１０円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる｡)

　を加算した額を使用料とする。
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